
○ 太田市外 三町広域 清掃組合 行 政 財  

産 使用料条 例  

 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ２ ５ 条

の 規 定 に 基 づ き 、太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 の 行 政 財 産 の 使 用 に つ い て 徴

収 す る 使 用 料 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 準 用 規 定 ）  

第 ２ 条  太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 の 行 政 財 産 の 使 用 に つ い て 徴 収 す る 使

用 料 に 関 し て は 、 太 田 市 行 政 財 産 使 用 料 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 太 田 市 条 例 第

７ ８ 号 ） の 例 に よ る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


